
議案第１５号

補 正 予 定 額既 決 予 定 額科          目

は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 744,879千円、過年度分損益勘定留保資金

921,413千円、当年度分損益勘定留保資金 8,636,466千円で補塡するものとする。」に改め、資本

的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収　　　　　　　　　　入
(単位　千円)

科          目

平成２６年度さいたま市下水道事業会計補正予算( 第３号 ）

 （ 総  則 ）

第１条  平成２６年度さいたま市下水道事業会計の補正予算（ 第３号 ）は、次に定めるところによる。

 （ 収益的収入及び支出 ）

第２条  平成２６年度さいたま市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的

収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

 第１款  下水道事業収益 24,251,197 △ 23,893 24,227,304

  第１項  営業収益 21,347,784 △ 215,447 21,132,337

  第２項  営業外収益 2,903,413 191,554 3,094,967

支                     出

(単位　千円)

科          目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

 第１款  下水道事業費用 23,469,686 12,739 23,482,425

  第１項  営業費用 19,241,334 138,847 19,380,181

　第２項  営業外費用 4,093,102 △ 134,384 3,958,718

  第３項  特別損失 125,250 8,276 133,526

 （ 資本的収入及び支出 ）

収                     入

(単位　千円)

第３条 予算第４条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 10,302,758千円

 第１款  資本的収入 17,568,765 △ 1,099,769 16,468,996

計

  第１項  企 業 債 13,239,900 △ 714,100 12,525,800

  第３項  国庫補助金 3,417,200 △ 401,200 3,016,000

  第４項  負 担 金 507,897 15,531 523,428



 （ 他会計からの補助金 ）

第６条　予算第１１条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を5,039,584千円に改める。　

　　平成２７年２月４日提出

支                     出

(単位　千円)

科          目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

 第１款  資本的支出 27,828,947 △ 1,057,193 26,771,754

  第１項  建設改良費 16,468,929 △ 1,057,193 15,411,736

 （ 継続費 ）

第４条  継続費を次のとおり改める。

 （ 企業債 ）

第５条  予算第７条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。　

 (起債の目的)　  　 （既決予定額）　　　 　(補正予定額)　　　　 　(　計　）

公共下水道事業 　   10,905,000千円　 　　 △ 613,600千円　 　　 10,291,400千円

流域下水道事業 　   　 465,600千円　 　            0千円　　　　　 465,600千円

資本費平準化　　　　 1,869,300千円　　　　△ 100,500千円　　　　 1,768,800千円

さいたま市長 清　水　勇　人

　　合　計　　 　 　13,239,900千円　 　　 △ 714,100千円　　　　12,525,800千円

総額 年度 年割額 総額 年度 年割額

平成２７年度 1,200,000 平成２７年度 600,000

平成２８年度 1,400,000 平成２８年度 790,000

平成２９年度 1,400,000 平成２９年度 1,390,000

千円

2,980,000

平成２６年度

    　　千円

200,000

１資本的支出 １建設改良費
公園３号幹線
整備事業

千円

4,200,000

平成２６年度

    　　千円

200,000

款 項 事業名
補正前 補正後


